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４. 措置入院制度と保健所の業務・理念 

（１）精神保健行政における保健所の役割 

 ○精神保健福祉法では、措置入院に係る都道府県知事の権限や責務を定めており、愛知県ではその事

務を、県が設置した12の保健所に事務委任しています。 

また保健所では、精神障害者本人や家族、その他の関係者からの相談に応じ、助言・指導・医療   

施設の紹介をすることが同法で定められています。 
 

○すなわち保健所は、本人の意思に反する措置権を発動する立場であると同時に、ケースワークに 

よる援助・支援を行う機関でもあり、そのバランス感覚が重要になります。 

 

（２）措置入院における保健所の立場 

○地域で生活する精神障害者が、家庭や地域での粗暴行為・迷惑行為によって事例化し、相談につな

がることは頻繁にあります。その場合、行政の立場としては、相談者（家族、地域住民、警察）の

意向を重く見がちですが、法の趣旨に照らせば、「精神障害者への支援として最善の方策は何か」

が第一に優先されるべきことであり、時に相談者の意向に反する結果になることもあります。 
 

○保健所は相談者からの情報はもちろん、それ以外の情報も総合的に踏まえた上で、事実をできる 

だけ正確に把握し、措置診察の要否を判断するよう努めています。 

＜事例＞ 

 ① 近隣住民から精神障害者の度重なる迷惑行為に対して、警察を通じて通報が出されたが、調査の結果、迷惑行為

が地域住民との感情的な摩擦からのものであり、精神症状とは考えにくく、また、その行為も著しい他害とは言え

ない状況と判断。 

 ② 家族から精神障害のある親族から暴力を振るわれたとして警察を通じて通報が出されたが、調査の結果、普段 

から家族間で小さな衝突があり、その感情的な縺れから暴力に至ったもので、精神症状とは考えにくいと判断。 

 

（３）保健所の夜間・休日体制の現状と課題 

  ○夜間・休日における警察官通報等に対する体制として、本県では保健所ごとに職員の輪番による 

オンコール体制をとっています。 
 

○平成25年度の、夜間・休日における相談対応件数は375件、そのうち約8割の 295件が警察から

のものでした（図４）。 
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表１ 保健所対応と本県でセンター方式を導入したと想定した場合の比較 

  

（５）保健所の相談対応職員の配置 

  ○保健所業務の中では、訪問指導の実施等、日常的な地域精神保健福祉活動が大きなウェイトを占め

ております。 

   ただし、東京都の精神保健福祉センターのように、本県の保健所活動に相当する「相談対応や訪問

指導等のケースワーク」を実施している都道府県もあります。 

また人口集住度が高いエリアでは、ケースワークも効率的に行えると思われることから、単純な 

比較はできませんが、全国的に見れば、本県は相談員の配置が多い県の一つではないかと考えます。     

○職員配置数に加えて、本県では上述のように、保健師、精神保健福祉士、社会福祉士、心理職等の

多職種チームによるケースワークを実施しています。措置診察に至る前の段階で事例に介入できた

ことで、結果として措置件数が抑えられている可能性も考えられます。 

   

 （６）措置の実施基準の運用 

○図５に示したように、全国的な趨勢として、通報に対して措置診察を実施する率が高いと、措置件

数そのものも増加する傾向があります。 
 

○措置の実施に当たっては、実質的要件として挙げられる「疾病性」、「治療必要性」、「危険性」

の３基準により判断されます。保健所においては通報があった時点で、「危険性」（自傷他害のお

それ）を調査したうえで、精神症状からと疑われる事案について措置診察を依頼します。 

指定医における措置入院の要否は、本人の診察により「疾病性」、「治療必要性」にウェイトを置

いて判断されることになります。 
 

○その中で、全通報件数に対する保健所の措置診察実施件数の割合（措置診察実施率）が高くなれば、

措置件数も増えることになります。 

 
 

 
メリット デメリット 

 

 

センター方式 

○情報の集約力が高まる。 

○精神科医師等、複数職員関与による判断の統一化。

○通報対応のための職員が常駐しているため、迅速

な対応が期待できる。 

○集中化により人員配置の効率化が図られる。 

 

 

○交替制の変則勤務となるため、従事する職員の

確保や負担が増える可能性がある。 

○地域事情に通じていない職員が対応するため、

ややもすると機械的な対応になるおそれがある。

（本県で導入した 場合、地域の医療事情、警察との関係

などに通じていない職員が従事する可能性があることを

想定） 

○診察件数増加した場合、診察を依頼する指定医が

多く必要となる。 

 

 

 

保健所対応 

（現 状） 

○既に相談に応じているケースの場合もあり、これ

までの経緯を踏まえて適切なリスク評価を行うこ

とができる。 

○地域の事情に通じた職員が、地元の関係機関との

連携を生かして対応するため、ケースの個別性に

応じ、よりきめ細かな対応ができる。 

○診察件数が少なくなることから、少数の指定医に

よる対応が可能。 

○全保健所に当番職員を置く形となり、多くの人員

配置が必要になる。 

○オンコール対応となり、時間外勤務での対応とな

るため、保健所職員の負担が大きく即応性に欠け

る。 

○保健所間で、通報対応に差が出るおそれがある。
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○保健所職員の努力により、現状を維持していますが、職員の疲弊もあることから、保健所職員配置の  

一層の充実・改善にあたります。 
 

○精神障害者の受療体制の一層の適正化並びに迅速化を図るために、保健所職員の対応マニュアルの 

改正を行ない、即応性の改善に努めるとともに、職員の対応レベルの均てん化を図ってまいります。 
 

○また休日・夜間の通報受付体制については、より迅速な対応を図るため、他県の実施状況を詳しく調査

し、関係者の意見を聞きながら本県に適したセンター方式の導入も検討するとともに、必要な予算・  

人員の確保に努めてまいります。 


